
日時 会場 案内図

令和５年

３月１７日(金)

１８：３０から
２０：００まで

（開場１８：００）

令和５年

３月１８日(土)

１０：００から
１１：３０まで

（開場９：３０）

北沢タウンホール
（世田谷区北沢２－８－１８）

補助２６号線
沿道地区 街づくりニュース

令和５年２月 発行：世田谷区北沢総合支所街づくり課
目黒区都市整備部都市整備課

第１３号

地区計画等の 素案説明会 を開催します。

－ １ －

世田谷区及び目黒区では、補助２６号線の都市計画事業に合わせて、平成３０年１１月より街
づくり懇談会を１１回開催し、補助２６号線沿道にお住まいの皆さま等と街づくりの課題や方向
性、沿道の街づくりルールについて意見交換を重ね、検討を進めてきました。

この度、「補助２６号線沿道地区地区計画等の素案・原案の案 ※」をまとめましたので、説明
会を開催いたします。ご参加の程、よろしくお願いいたします。

北沢タウンホール

４階

活動フロアー

定員３０名

北沢タウンホール

２階

第１・第２集会室

定員４０名

以下『問合せ先』まで、電話またはＦＡＸにて、申込みをお願いします。

※ＦＡＸの場合は、「氏名」、「住所」、「連絡先」、「希望の日程」をご記入ください。
※参加にあたってのご支援が必要な方は、お早めにご相談ください。

【事前申込み】をお願いいたします。

担当：神邊、櫻井、宇井
住所：〒153-8573 目黒区上目黒2ｰ19-15（6階）
電話：03ｰ5722-9714 ＦＡＸ：03ｰ5722-9239

世田谷区

北沢総合支所街づくり課

目黒区
都市整備部都市整備課

担当：及川、大島、成田
住所：〒155-8666 世田谷区北沢2ｰ8ｰ18（11階）
電話：03ｰ5478-8073 ＦＡＸ：03ｰ5478-8019

『問合せ先』
おいかわ おおしま なりた

かんなべ さくらい う い

■受付期間 令和５年３月１日（水）～ ３月１５日（水）

午前８時３０分～午後５時００分（土日を除く）

※地区計画等策定手続き前の案のことを、世田谷区では「素案」、目黒区では「原案の案」といいます。

ここでは統一して「素案」と表記します。

両
日
と
も
同
じ
内
容
で
開
催
し
ま
す
。

【新型コロナウイルス感染拡大予防対策ほか】

４.今後のスケジュール

説明会の配布資料は、開催後に世田谷区のホームページに掲載します。

ホームページでは、これまでの懇談会の資料等もご覧いただけます。

街づくりに関するご質問等については、

１ページの『問合せ先』までお気軽にお問合せください。

https://www.city.setagaya.lg.jp
/mokuji/sumai/003/002/002/
d00162198.html

https://www.city.meguro.to
kyo.jp/kurashi/sumai/katsu
do/komaba26.html

〇説明会では、新型コロナウイルス感染症の感染防止策として、室内の換気や物品の消毒、

入場者の手指の消毒等を行います。

〇熱や咳などで体調のすぐれない方、ウイルス感染の可能性のある方は、来場をお控えくだ

さい。

〇来場時には、筆記用具の持参にご協力ください。

〇荒天や新型コロナウイルス感染症の影響等で急遽中止する場合は、区のホームページにて

お知らせいたします。

【参加を見合わせる方へ】

－ ８ －

街づくり懇談会等で皆さまからいただいてきましたご意見等を踏まえ、地区計画等の策定や

用途地域等の変更に向けて取り組んでいきます。

説明会への参加について

この「街づくりニュース」は、地区計画検討区域及び周辺にお住まいの方、土地建物を所有す

る方等にお届けしています。

街づくりの方向性や地区計画等の検討
地区計画等の
策定手続き

平成３０年度
（２０１８年度）

令和４年度
（２０２２年度）

～
令和５年度～

（２０２３年度）

地区計画等の
決定

第１～１１回懇談会等
（H30.11～R4.12）

原案
説明会

素案説明会
令和５年３月１７日

１８日

世田谷区ホームページ 目黒区ホームページ



－ ２ －

当日の主なご質問と区からの回答（要旨）

Ｑ大型スーパーができるようになるのか。

Ａ「第一種中高層住居専用地域」では、店舗面積は５００㎡以内に制限されます。ミニスー
パーやコンビニは可能ですが、大型スーパーは建てることができません。

１.第１１回 街づくり懇談会 を開催しました！

街づくりルールのたたき台（地区計画等策定、用途地域等変更）について意見交換を行いました

街づくり懇談会等で皆さまからいただいた意見等をふまえ、取りまとめた「街づくりルール
のたたき台」をお示しし、意見交換を行いました。

道路の詳細な設計が検討・決定されるのは、工事が近づいた段階です。

他地区では、街づくりルールの検討のタイミングで沿道住民の方が活用

されている横断箇所などを具体的に東京都へ伝えたことで、必要な機能が

整備されたこともありました。それまでは、区として必要性を位置づける

とともに、皆さまから引き続き意見を伝え続けていただくことが重要です。

開催概要

日 時
令和４年１２月２日（金）

１８：３０～
令和４年１２月３日（土）

１８：３０～

会 場
北沢タウンホール
４階活動フロアー

代沢東地区会館
大会議室

参加者 １９人 １４人

街づくりアドバイザー 国士舘大学 寺内義典 教授より

懇談会で配布した資料は、世田谷区のホームページで公開しています。（８ページ参照）

Ｑ東西のネットワークとはどのようなことか。／具体的にどこで横断できるようになるのか。

Ａ地区計画では、補助２６号線の都市計画道路事業に対して具体的な交通規制や横断の位置等
の指定をすることはできませんが、東西のネットワークの必要性を示すことで、地区計画策

定後も、補助２６号線を横断する地域の皆さまと連携し調整していけたらと考えています。

（補助２６号線の事業期間は令和元年度～令和１２年度となっています。）

【当日の主なご意見】

・日用品の買い物が近所でできるとよい。

・住宅地区は現状のままで良い。

・用途地域の変更をなるべく急いで欲しい。

・高度地区と同じ２５ｍで良いと思う。

・変更案（１６ｍ）に賛成です。

・今まで通りの高さ制限を望む。

・どこで道路の横断ができるのかが重要。

・通学路として使用されている道路が横断で

きなくなると不便。

第１０回懇談会でお示しした日影のシミュレーションも改めて確認しました。

建物の

用途

建物の

高さ

制限

ネット

ワーク

地区計画の目標、土地利用の方針を踏まえ、「第一種低層住居専用地域」の部分を「第一

種中高層住居専用地域」へ変更します。

用途地域・高度地区の変更の素案の概要

※変更内容は東京都と調整中です。■ 用途地域・高度地区の変更部分

建築物等の構造の制限⑨

狭あい道路の整備⑩

環境等への配慮⑧

用途地域
高度地区

用途 建蔽率/容積率 敷地面積の最低限度 高さの限度
① 一低層 ⇒ 一中高 50/150 ⇒ 60/200 80㎡ ⇒ 60㎡ 10m⇒なし 第１種 ⇒ 25m第２種
② 一低層 ⇒ 一中高 50/150 ⇒ 60/200 80㎡ ⇒ 60㎡ 10m⇒なし 第１種 ⇒ 19m第２種
③ 一中高 50/150 ⇒ 60/200 80㎡ ⇒ 60㎡ なし 16m 第１種 ⇒ 25m第２種
④ 一低層 ⇒ 一中高 50/150 ⇒ 60/200 80㎡ ⇒ 60㎡ 10m⇒なし 第１種 ⇒ 17m第２種
ア 一中高 60/200 60㎡ なし 19m 第２種 ⇒ 25m第２種
イ 一住 60/200 60㎡ なし 19m 第２種 ⇒ 25m第２種

－ ７ －

・建替えの際、建築基準法に基づき幅員４ｍ未満の道路の中心線から

２ｍの位置まで後退した部分については、道路状に整備してプラン

ターなどを置かないことにより、緊急車両等の通行を確保します。

・建築基準法に定められた耐火建築物や準耐火建築物等、建物の耐火

基準を満たす建築物の建築を促進します。

緑化の推進➐
・世田谷区では１５０㎡以上、目黒区では２００㎡以上の敷地については、各区のみどりの条

例に基づく届出が必要です。

・みどりの条例の届出を要しない敷地については、地区計画の届出の中で、道路に面する部分

等への緑化を促進します。

みどり豊かで潤いのある街並みを形成します。

建築物の不燃化を促進し、災害に
強い街並みを形成します。

安全な市街地を形成し、防災性の
向上を図ります。

下水道等への雨水の流出を抑制し、
浸水被害を防止します。

地球温暖化対策を推進します。

・地区計画等の届出の際に、関連する助成制度を区からご案内する等

により環境に配慮した建築物の建築を促進します。

※ ⑧⑨⑩：地区計画の目標や方針の実現に向けて、世田谷区の地区街づくり計画に定めます。

※

※

※

「敷地面積の最低限度」と「建築物等の高さの最高限度」を
別途、地区計画で制限します。



－ ３ －

２.素案策定までの取り組み

平成３０年度から計１１回開催した懇談会を通じて、地域の皆さまと模型の確認や街歩きによ

り街の特徴等について理解を深めるとともに、アンケート、オープンハウスを行いながら、沿道

の将来像やその実現に向けた街づくりルールについて意見交換を重ね、素案をまとめました。

平成３０年度
（２０１８年度）

令和２年度
（２０２０年度）

令和元年度
（２０１９年度）

令和３年度
（２０２１年度）

令和４年度
（２０２２年度）

沿道
街づくり
について

街の現状、
課題等の検討

地区の
将来像の検討 街づくりの実現化手法の検討

ルール策定
に向けた
手続き等

第７～１０回
R3.3～R4.3

第５～６回
R2.2～R2.12

第2～４回
H31.2～R元.10

第１回
H30.11

オープンハウス
R4.7

第１１回
R4.12

（たたき台提示）

沿道の将来像視点

地域の方々
からの
ご意見

地区の
現況

計画上の
位置づけ

街づくりの手法

用途地域
の変更

地区街づくり計画
の策定

<世田谷区のみ>

地区計画
の策定

高度地区
の変更

建物の不燃化、耐震化が進み、
災害に強いまち並みが
形成されている

②

環境に優しい、
うるおいのあるまち並みが
形成されている

③

子どもから高齢者まで
誰もが便利で暮らしやすい、
静かで良好な住環境が
形成されている

①

誰もが移動しやすい、
安全性と快適性に配慮した
道路が整備されている

④

●良好な住環境・教育施設環境の
維持・向上

●生活利便性を高める土地利用の
誘導

●沿道の防災性の向上
（延焼遮断帯の形成）

●広域避難場所機能の維持・向上

●東西のネットワークの確保

●緑の保全・創出

●環境負荷低減への配慮

街づくりルールの方向性

第３回懇談会 模型の確認 第１０回懇談会 意見交換 オープンハウス 建物の建て方等のルール
に関するアンケート

（案）

■ これまでの検討の経緯

■ 街づくりの考え方

素案の概要については、次のページへ

令和５年度～
（２０２３年度）

素案説明会
R5.3予定

住
環
境

防
災

緑
・

環
境

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

地区計画等で定める建築物等の整備の方針・考え方

－ ６ －

・隣接する住環境に配慮し、近隣商業地域で建築可能なマージャン屋、ぱち

んこ屋等の用途を制限します。

・第一種中高層住居専用地域ではマージャン屋等は建築できません。

・新たに敷地を分割する際のルールです。既に８０ ㎡未満の敷地や道路整備により８０㎡未満

となる敷地等には適用されません。

・用途地域の変更に伴って、高さの最高限度

が２５ｍとなりますが、地区内外の戸建住

宅中心の街並みを踏まえ、１６ｍとします。

・既存の建物高さを踏まえ、都営住宅の機能を維持するため、２５ｍと

します。

・目黒区の現在の高度地区の指定値１７ｍを

基本に、学校等の大規模な土地利用におい

ては、研究施設やグラウンドなど教育施設

の機能を維持するため、敷地規模や沿道か

らの距離により１９ｍ、２５ｍ、３４ｍと

するルールとします。

・消防活動に求められる幅６ｍの空間を確保することで、

消防活動が可能となる範囲が広がります。

住宅地区

都営住宅地区

教育施設地区

・建築物や屋外広告物について、色彩は原色を避けるなど、周辺環境と調和したものとします。

建築物等の用途の制限❶ 周辺の住環境に配慮します。

建築物の
敷地面積の最低限度

❷ ゆとりある住環境を維持し、市街地の密集を抑制します。

壁面の位置の制限・
壁面後退区域における
工作物の設置の制限

➌

（鮫洲大山線沿い）

円滑な消防活動を行う
空間の確保により、
地域の防災性の向上を
図ります。

周辺と調和した沿道の街並み形成を図ります。
（教育施設等や都営住宅の機能維持、周辺の低層住宅地への配慮）

建築物等の形態又は
色彩その他の意匠の制限

❺ 良好な住環境や教育施設等の環境を維持します。

垣又はさくの構造の制限➏ みどり豊かで潤いのある街並みを形成し、防災性の向上を
図ります。

建築物等の
高さの最高限度

❹



３.素案の概要

「地区計画等」及び「用途地域等の変更」の素案の概要についてご紹介します。

地区計画等の目標
補助２６号線の整備に合わせて世田谷区と目黒区で整合を図りながら、静かで良好な住環境や教育施設等及び都営住宅の機能を維持しつつ、防災性を維持・向上

し、生活利便施設等が適切に立地した、周辺と調和する良好な沿道市街地の形成を目指す。

区域の整備、開発及び保全に関する方針 通学路、日常の歩行者自転車動線等に配慮し、補助２６号線整備と連携して東西の動線確保を図ると共に、広域避難場所への避難経路を維持する。

近隣商業地区都営住宅地区住宅地区 教育施設地区地区の区分

土地利用の方針

周辺の低層住宅地に配慮しつつ、良
好な住環境の維持及び防災性を向上し、
生活利便施設等が適切に立地する沿道
の街並み形成を図る。

補助２６号線沿道の教育施設等を主体とした本地区において、世田
谷区と目黒区の整合を図りながら、教育施設等の機能を維持し、地域
の防災性の維持・向上に資する土地利用の誘導を図る。

都営住宅の機能を維持し、周辺市
街地と調和した街区沿道の街並み形
成を図る。

隣接する住宅地区に配慮し、
店舗・事務所等が共存する土
地利用の誘導を図る。

建築物等の用途の制限 （用途地域については、現在の「第一種低層住居専用地域」を「第一種中高層住居専用地域」へ変更します。（７ページ参照））
マージャン屋やぱちんこ屋
などを制限。

建築物の敷地面積の最低限度 ８０㎡ ８０㎡ ― ―

壁面の位置の制限・壁面後退区域に
おける工作物の設置の制限

―
鮫洲大山線沿い：敷地の反対側の道路境界線から６ｍ
壁面後退区域には、通行の妨げとなる工作物を設置しない。

― ―

建築物等の高さの最高限度 １６ｍ

１７ｍ
ただし、学校及びその関連施設で、
敷地面積が5,000㎡以上10,000㎡未満：２５ｍ（沿道２０ｍ内）

１９ｍ（沿道２０ｍ外）
10,000㎡以上：３４ｍ

２５ｍ ―

建築物等の形態又は色彩その他の
意匠の制限

建築物の形態・色彩・意匠は、周辺の住環境や教育施設環境と調和したものとする。軒やひさし、手すりや階段などは、壁面後退区域に突出した形状としない。
屋外広告物の形態・色彩・意匠は、周辺の落ち着いた環境と調和したものとするよう努め、点滅光源などを使用しない。

垣又はさくの構造の制限
道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等とする。
フェンス等の場合は緑化に努める。（世田谷区）

緑化の促進 敷地内の緑化を促進する。

環境等への配慮 雨水貯留浸透施設の整備を促進する。環境負荷低減に配慮した施設の設計、設備の導入を促進する。

建築物等の構造の制限 耐火建築物等又は準耐火建築物等とするよう努める。

狭あい道路（４ｍ未満の
道路）の整備

狭あい道路の後退部分は道路状に整備し、工作物やプランター、自動車、バイク、自転車などを置かないようにする。

－ ４ － － ５ －

１
２
３

４

５

６
７
８
９

地図上の
（世田谷区）

（世田谷区）
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地区計画等の区域

住宅地区
教育施設地区
都営住宅地区
近隣商業地区

補助２６号線
（代沢一丁目～駒場四丁目区間）
東西の動線の確保
広域避難場所への動線の確保

凡例

（世田谷区）

（世田谷区）

地図上の 、

・

地区計画等の概要


